
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成二十七年法律第五十三号） 

（建築物エネルギー消費性能適合性判定） 

第十二条 建築主は、特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に、建築物エ

ネルギー消費性能確保計画（特定建築行為に係る特定建築物のエネルギー消費性能の確保のた

めの構造及び設備に関する計画をいう。以下同じ。）を提出して所管行政庁の建築物エネルギー

消費性能適合性判定（建築物エネルギー消費性能確保計画（非住宅部分に係る部分に限る。第

五項及び第六項において同じ。）が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定を

いう。以下同じ。）を受けなければならない。 

２ 建築主は、前項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能

確保計画の変更（国土交通省令で定める軽微な変更を除く。）をして特定建築行為をしようとす

るときは、その工事に着手する前に、その変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を所管

行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該変更が非住宅部分に係る部分の変

更を含むものであるときは、所管行政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなけれ

ばならない。 

３ 所管行政庁は、前二項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を受けた場合

においては、その提出を受けた日から十四日以内に、当該提出に係る建築物エネルギー消費性

能適合性判定の結果を記載した通知書を当該提出者に交付しなければならない。 

４、５（略） 

６ 建築主は、第三項の規定により交付を受けた通知書が適合判定通知書（当該建築物エネルギ

ー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであると判定された旨が

記載された通知書をいう。以下同じ。）である場合においては、当該特定建築行為に係る建築基

準法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認をする建築主事又は指定確認検査機

関（同法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関をいう。第八項において同じ。）

に、当該適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。ただし、当該特定建築行為

に係る建築物の計画（同法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認の申請に係る

建築物の計画をいう。次項及び第八項において同じ。）について同法第六条第七項又は第六条の

二第四項の通知書（注：不適合通知等）の交付を受けた場合は、この限りでない。 

 

（登録建築物エネルギー消費性能判定機関による建築物エネルギー消費性能適合性判定の実施等） 

第十五条 所管行政庁は、第四十四条から第四十七条までの規定の定めるところにより国土交通

大臣の登録を受けた者（以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。）に、第十二

条第一項及び第二項並びに第十三条第二項及び第三項（注：計画通知関係）の建築物エネルギ

ー消費性能適合性判定の全部又は一部を行わせることができる。 

２ 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う場合

における第十二条第一項から第五項まで及び第十三条第二項から第六項までの規定の適用につ

いては、これらの規定中「所管行政庁」とあるのは、「第十五条第一項の登録を受けた者」とす

る。 

３ 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、第十二条第一項若しくは第二項の規定による建

築物エネルギー消費性能確保計画（住宅部分の規模が政令で定める規模以上である建築物の新



築又は住宅部分の規模が政令で定める規模以上である増築若しくは改築に係るものに限る。以

下同じ。）の提出又は第十三条第二項若しくは第三項の規定による建築物エネルギー消費性能確

保計画の通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の

写しを所管行政庁に送付しなければならない。 

 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則（平成二十八年国土交通省令第五号） 

（建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類の様式） 

第一条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（以下「法」という。）第十二条第一項

（法第十五条第二項において読み替えて適用する場合を含む。）の規定により提出する建築物エ

ネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第一による計画書の正本及び副本に、そ

れぞれ次の表の（い）項及び（ろ）項に掲げる図書（当該建築物エネルギー消費性能確保計画

に住戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の（ろ）項に掲げる図書に代え

て同表の（は）項に掲げる図書）その他所管行政庁が必要と認める図書を添えたもの（正本に

添える図書にあっては、当該図書の設計者の氏名の記載があるものに限る。）とする。 

表（略） 

 

（変更の場合の建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類の様式） 

第二条 法第十二条第二項（法第十五条第二項において読み替えて適用する場合を含む。）の規定

により提出する変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第二に

よる計画書の正本及び副本に、それぞれ前条第一項に規定する図書を添えたもの及び当該計画

の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類（変更に係る部分に限

る。）とする。ただし、当該直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた所管行政庁又

は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対して提出を行う場合においては、別記様式第二

による計画書の正本及び副本に、それぞれ同項に規定する図書（変更に係る部分に限る。）を添

えたものとする。 

 

（適合判定通知書又はその写しの提出） 

第六条 法第十二条第六項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、当該適合判定通

知書又はその写しに第一条第一項若しくは第二条第一項の計画書の副本又はその写しを添えて

行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める書類

の提出をもって法第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写しを提出したものとみ

なす。 

一 法第二十五条第一項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法第十

二条第六項の規定を適用する場合 第十八条第一項の認定書の写し 

二 法第三十五条第八項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法第十

二条第六項の規定を適用する場合 第二十五条第二項（第二十八条において読み替えて準用

する場合を含む。）の通知書又はその写し及び第二十三条第一項若しくは第二十七条の申請書

の副本又はその写し 

三 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成二十四年法律第八十四号）第十条第九項又は同



法第五十四条第八項の規定により、適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法第十

二条第六項の規定を適用する場合 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則（平成二十

四年国土交通省令第八十六号）第五条第二項（同規則第八条において読み替えて準用する場

合を含む。）の通知書若しくはその写し及び同規則第三条若しくは同規則第七条の申請書の副

本若しくはその写し又は同規則第四十三条第二項（同規則第四十六条において読み替えて準

用する場合を含む。）の通知書若しくはその写し及び同規則第四十一条第一項若しくは同規則

第四十五条の申請書の副本若しくはその写し 

 

建築基準法施行規則（昭和二十五年建設省令第四十号） 

（指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等） 

第三条の四 法第六条の二第一項（法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第

一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。）の規定による確認済証

の交付は、別記第十五号様式による確認済証に、前条において準用する第一条の三、第二条の

二又は第三条の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第三条の十二に規定する

図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第六条に規定す

る書類を添えて行わなければならない。 

２（略） 

３ 前二項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織（指定確認検査機関の

使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した

電子情報処理組織をいう。第三条の十一、第三条の二十二（第六条の十、第六条の十二、第六

条の十四及び第六条の十六において準用する場合を含む。）及び第十一条の二の二を除き、以下

同じ。）の使用又は磁気ディスク等の交付によることができる。 

 

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号） 

（電子情報処理組織による申請等） 

第六条 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他

のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定め

るところにより、主務省令で定める電子情報処理組織（行政機関等の使用に係る電子計算機（入

出力装置を含む。以下同じ。）とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線

で接続した電子情報処理組織をいう。次章を除き、以下同じ。）を使用する方法により行うこと

ができる。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関

する他の法令の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該法令その他の当該申

請等に関する法令の規定を適用する。 

３ 第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける行

政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等

に到達したものとみなす。 

４ 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において署名等をすることが規定されてい

るものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等について



は、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード（行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）

第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第十一条において同じ。）の利用その他の氏名

又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって代えることができる。 

５ 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において収入印紙をもってすることその他

の手数料の納付の方法が規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法によ

り行う場合には、当該手数料の納付については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをも

ってすることができる。 

６ 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面

等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第一項

の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分

がある場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、当該申請等の

うち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第二項中「行

われた申請等」とあるのは、「行われた申請等（第六項の規定により前項の規定を適用する部分

に限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。）」とする。 

 

（適用除外） 

第十条 次に掲げる手続等については、この節の規定は、適用しない。 

一 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要がある

こと、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることその他

の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用す

る方法により行うことが適当でないものとして政令（内閣の所轄の下に置かれる機関及び会

計検査院にあっては、当該機関の命令）で定めるもの 

二 手続等のうち当該手続等に関する他の法令の規定において電子情報処理組織を使用する方

法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの（第六条第一

項、第七条第一項、第八条第一項又は前条第一項の規定に基づき行うことが規定されている

ものを除く。） 

 

国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

（平成十五年国土交通省令第二十五号） 

（申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認

められる部分がある場合） 

第六条 法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

一 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると当該申請等が行われ

るべき行政機関等が認める場合 

二 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると当該申請等が行

われるべき行政機関等が認める場合 


